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戦後教育思想として の 発達保 障論と「能力 ＝ 平等観」

澤田誠 二 （東京大学大学院）

1．問題の 所在

教育社会学にお ける戦後教育観のひ とつ とし

て、「能力主義的 一差別教育観 1とよばれるような

戦後 日本 に特有の 認識枠組がある。 それ は、教

育にお い て 子 どもたちを学力や成績に よっ て 序

列化した り、 差異的に扱うことを「差別」で あるとみ

なす教育 の とらえ方である 。 こ の ような認 識枠組

は、さまざまな教育問題が論 じられる際に 、その

要因 として 自明視されてきた 。 たとえば、学歴社

会 がもたらす受験戦争 の 下で の 序列化 や偏 差

値教育が非行やい じめ、不登校の 原因で ある、と

い うように 。 そ の 基底 には子 どもたちの 生得的な

能力が平等で あり、可変性が あるもの だとい う能

力観が あっ た （「み ん な 100 点 が とれる」）。
しか し、

この ような戦後 日本に特有の 能力観 と平等観 の

結び つ きを基盤 として 、教 育にお ける
一

切の 差

異的処遇を「能力主義的差別 」として 断罪する認

識は、教育問題 に対する視点を教育の 内部 の み

に固定することになり、教育 にお ける社会的不 平

等か ら目をそらす機能 を持ち、結果として 社会階

層 間の 教育達成 の 不 平等とい う構造問題を隠蔽

す る ことに な っ た と指 摘され て い る （苅谷 1995 ）。

一方、戦後教 育 （学）にお い てある時期か ら中

心 的思想 となっ てきた の が発達保障論 ・発達 教

育学である。それ は、国民教 育運動から発展し、

1963 年の経済審議会答 申などに代表される 「能

力 主義 」的教育政策 へ の 批 判 の 論拠として、教

育 の 自律性を主 張するため に 登場して きた 。 す

なわち、高度経済成長政策による国家や産業界

か らの 教育 へ の 圧 力 に対 抗す るため に、教育 固

有の 価値 として 「人 間の 全面 的発達 」を設定した

の で ある。 そして 、 発達心 理学を軸とした科学的

な手続きと方法を採用する教 育科学を構想した 。

この ような発 達保障論 は 「教育をめぐる 目常的な

議論の なか に、ほ とん ど常識と化すまで に深 く浸

透して い る」（今井 1998）と、 学問的世界 の み なら

ず、戦後の 代表的な教育思想で あるとされ て い

る。

　 しか しながら、そ の 能力観 に着 目するならば 、

発 達保障論は 「差別 ＝選別教育 1観の 能力観 と

は明らか に異なっ て いるようにみ える。 彼らの 議

論は 、個人 の 生得的 ・遺伝的能力 差を認め て い

るの である。
つ まり、 能力観の 明 白な相違がある

にもかかわらず、それぞれ戦後教育の とらえ方の

「常識 」として定着 してい ることになるの である。 そ

れで は、両者の 関係 はどうなっ て い る（た）の だろ

うか 。 また 、 まっ たく異なる能力観が並 存した こ と

で何がもたらされたの だろうか。これが本発表の

問い で ある。これを解くため に、発 達保障思想が

特に大きな影響を及 ぼ したとされる障害 児教育

に着 目することとする。

2．「能力 主義」批判 として の 発達保障論

まずは、発達保障論 とい う思 想の 内容を詳細 に

検討して い くことに した い
。 そ こで 、戦後を代表す

る教育学者であり、発達保障論の 代表的論者とし

て堀尾 輝久の 議論を取り上げる 。 堀尾 は確か に

「能力主 義≦教育を「差別」で あるとして 批判する

急 先鋒 の 論者 で あ っ た 。 しか し 、 そ の 議論 は 日

教組の 言説分析から苅谷 （1995）が明らか にした

ような、現場の 教師による情緒的 ・心情的な感覚

を根 拠とした素朴なもの で はない 。堀尾 は能力

主義 を近 代 社 会 が もつ 普 遍 的な問題 ととらえた

上で、M ．ヤングの『メリトクラシー
』や RP ドー

アの

『学歴 社会
一

新しい 文 明病』な どにふれ ながら 、

前近代の 属性や財産に代わる祉会編成原理とし

て 、
一定 の 評 価をも与えて い る。 しかし 、 それ が

そ の まま教育の 支配的原 理 となることで 、差別 の

イデオ ロ ギーと化 し、様 々 な教育問題を生 じさせ

て い ることを批判するの である。そして 、個人の 生

得的な能力差に っ い ては 「今 日の 平等主義者に、

人 間の 能力 が 同じ だ と主 張す るもの は い な い 。

（略）「能力 平等主義」とは 、 批判者が勝手 に っ け

たレッ テ ル 」（堀尾 1979）で あると、 これ を明確に

認 めて い るの である。この ような、堀尾の 能力や

能力観に つ い て の 議論にお い て 常に焦点 となる

の が 障害児教育である。 そ こでそ の 根拠 とされ る

の が、憲法や教 育基本法の 新たな解釈 で ある。

すなわち憲法第 26 条や教育基本法第 3 条の

「能力 に応じて 」とい う文言を、従来支配的で あっ

た能力差に対応 した教育制度が容認され るとい

う解釈か ら「発 達の 必要に応じて 」さらには 「障害
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の 克服 に必 要か つ 適 切な」とい う解釈 へ と読み

替えたの である（堀尾 1979、1993）。 この ような解

釈を得るこ とによっ て、発達保 障論者や 日教組

の 教師たちは 、能力の 発現 の 遅れ てい る障害児

に こそゆきとどい た手厚 い 教 育が 必要で ある 、 と

い う論理 で養護学校の 義務化 を推進するこ とに

なっ た の で ある 。

3 ．発 達保 障論 と障害児教育
一 H 教組『日本の

　教育』の 検討を中心 に
一

次に障害児教育の領域にお ける発 達保障論の

教育学者と現場 の 教師たちの 結節点として 、 日

教 組 の 教研集 会の 記録で ある『日本 の 教 育』の

言説を中心 に取 り上 げ、二 つ の 能力観が どの よう

に存在してい たの かを明らか にする。

　教研集会の 障害児教育分科会で は、1950 年

代 は
一

般の 教育と同様 に遺伝決 定的な能力を

前提 とした能力観 に より、 知 能検査 や障害児の

判別 法などの 議 論が交わされ、その 当時は 広く

行 われ て い た 能力別学級編成と同 様 の 論 理で

特殊 学級や養護学校 の 必 要性 が 主張されて い

た。1960 年代 は、苅谷 （1995）に よれ ば 「能力 ＝

平等観」へ と能力観が転換し、習熟度別学級など

が否定され 、教育にお ける形式的平等処 遇 が普

遍 化 して い く時期で ある 。 とこ ろが 、障害児教育

分科会 にお い ては従来か らの 生得的能力観 に

基づ く議論が 1960年代の 後 半までひきつ づ き行

われ て い た。そ こ で 中心的な トピ ックとなっ て い た

の が、先述した堀尾 の 憲法解釈 「発 達の 必 要 に

応 じ て 」とい う論理 に基 づ い た養護 学校 の 早 期

義務化であっ た 。 1970 年代に入 ると明示的な形

で の 生得的能力観 による議論は姿を消す が、発

達保障 とい う思想 に基づ き、差異的 処遇で ある

はず の 養護学校や特殊学級を推進して い く姿勢

には変化がなか っ た 。

発達保障論 におい て 、この 二 つ の 能力観が共

存で きた理 由 を仮説的に示 すならば、「無限の発

達可能性 」とい う発 達保 障論 の キ
ー概 念が 、「能

力＝平等観」の 厂だれ でも 100 点が取れ る 」とい う

言説 と、障害児教育 における「どんな重度 の 障害

児にもの び ゆく可能性がある」とい う言説を近似

的なもの として包含することにより、根本的な能力

観の 相違を不 問 に した ま ま共 存可 能 とな っ て い

た の では ない だ ろうか 。
こ の ように、戦後教育 の

中心的思想であ っ た発 達保 障論は、相反する能

力観を絶妙に 同居させ ることにより、
一

方で は 習

熟度別編成などの 差異的処遇を「能力主義 」とし

て批判し、他方、障害児教育にお い て は 「能力」

による差異的処遇である養護学校 を義務化し て

い くとい う、
一

見矛 盾す るような主張の 両立が 可

能 になっ たと考えられるの である。

4．結語

発達保 障論 の こ の ような「ダブ ル ス タン ダー
ド」

は 、 ある時期 か ら批判 にさらされ るこ ととなっ た。

それらの 論者 は 、 発達保 障論 は人 間を「能力 の

束」としか 見 ず、知的部分の 能力 発達を追及 し、

結 果 として 国 家や財界 の 利 害 に共振 して い る

「能力主義」である、と告発した （山下 1977 、尾崎

1991、中城 1995 など）。 彼らが発 達保障論の 最

大の 問題 点とした の が、その 障害児教育論で あ

っ た。障害児の養護学校 へ の 「分離」が 「能力主

義的差別 」であるととらえられた の で ある 。 こうして、

能 力 主義的教育政策に 対抗して い たは ず の 発

達保障論者や 日教組が 「能力 主義」で あると非

難されるとい う皮 肉な構図が存在した 。

この ような本発 表 の 知見は 、戦後の 教育が い わ

ゆる「能力主義的差別」認識 に よる形式的 ・画
一

的平等主義志向の
一

辺倒で はなか っ たことを示

し て い る。 ある領域で は、発達保 障論が 可能に し

た論理 により、それとは相反するような政策も推進

され て い たの で ある。 近年、義務教育 レ ベ ル で 急

速に普及 した習熟 度別学級編成 に対する違和

感が表明されて い るが （佐藤 2004）、それはこの

ような能力観 をめぐる歴 史の 詳細な検討を通 じて

理 解される 必 要があるだろう。さらに、こ の ような

教 育認 識の 社 会学的な相対化 により、 今ま で 教

育 内在的で 、 規範的なもの になりがちで あっ た障

害児教育における議論 にお い て も、新たな視点

を提供で きる と考えられる。
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